
下水道法に基づく特定事業場一覧表 

      必ず以下の注意事項を確認し、同意の上でご利用ください。 

 
※注意事項※ 
１．この一覧表は、水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設のうち、

下水道法第十二条の二に基づく特定施設を設置する工場・事業場から、上下

水道局に届出された内容を基に作成したものです。なお、この一覧表は、記

載がないものについて特定施設が設置されていないことを保障するものでは

ありません。 

 
２．届出の遅延等により、一覧表に掲載されていない場合、又は掲載事項が変

更している場合があります。 

 
３．現存の〇印がついていない事業場の届出書は文書保存期間が経過すると順

次廃棄されるため、一覧表に掲載されている場合でも既に届出書が廃棄され

ている場合があります。 

 
４．有害物質欄は、一覧表の作成時点での届出内容に基づき記載しており、特

定施設での使用のほか、事業場における特定施設以外での使用又は、薬品の

保管等を含みます。有害物質が使用等されている場合は○印、以前有害物質

が使用等されていた場合は△印を付しています。 

 
５．所在地は、住居表示の変更等があっても、その後届出がされていない場合

は、旧表記で記載されている場合があります。 

 
６．水質汚濁防止法に基づく届出（排水を公共用水域に排出する場合等）は、

下記の部署にてとりまとめ等を行っています。 
環境局地域環境対策課水質地盤担当（市役所東庁舎 5 階） 
電話 ０５２－９７２－２６７５ 

 
７．この一覧表に記載した情報の利用により生じた事故・損害については、名

古屋市は一切責任を負いません。 
               この一覧表に関する問い合わせ先 
               上下水道局水質管理課  
               中区千代田一丁目 1 番 18 号 
               電話 ０５２－２４３－２８６１ 
































































































